
平成２６年政策評価書

千葉県警察重点目標 組織犯罪や匿名性の高い犯罪に対する戦略的諸対策の推進

施 策 総合的な薬物対策の推進

施 策 目 標 末端乱用者に対する取締りの推進と密輸・密売組織の壊滅

薬物乱用者は、その薬理作用による幻覚・妄想から凶悪な

事件を引き起こすなど、治安に対する大きな脅威である一方、

施 策 設 定 の 背 景 薬物の密輸や密売は、暴力団などの犯罪組織の主要な資金源

になっているので、需要の根絶と供給の遮断の両面から総合

的な薬物対策を推進する必要があります。

実 施 項 目 １ 末端乱用者の発見及び徹底検挙

推 進 結 果 １
末端乱用者に対する重点的な取締りを推進したほか、職務

質問、相談業務等あらゆる警察活動を通じて、末端乱用者の

発見、検挙活動を推進しました。

実 施 項 目 ２ 薬物密輸・密売事犯の取締り強化

推 進 結 果 ２
海空港の関係機関や海外の捜査機関と連携を図り、水際で

多数の薬物密輸被疑者を検挙、大量の違法薬物を押収したほ

か、突き上げ捜査やコントロールド・デリバリー捜査等によ

り、国内の荷受人や密輸依頼人を検挙して密輸組織の解明・

壊滅を図りました。

また、末端乱用者からの突き上げ捜査による密売人の検挙

を推進するとともに、麻薬特例法の適用と薬物犯罪収益の没

収などにより暴力団等が関与する薬物密売組織を解明・壊滅

しました。

実 施 項 目 ３ 薬物乱用防止に向けた広報啓発活動の推進

推 進 結 果 ３
薬物需要の根絶に向けて若年層を中心とした薬物乱用防止

講話を実施したほか、関係機関と連携した薬物乱用防止キャ

ンペーンや広報紙等各種広報媒体を活用した広報啓発活動を

推進しました。

実 績 （ 成 果 ） １ 薬物事犯の検挙人員は７１７人で、平成２５年と比較し

て９４人増加しました。また、その他の薬物事犯では、３

６人を検挙し、危険ドラッグに係わる事件が増加したため、

平成２５年と比較して２５人増加しました。

２ 薬物密売関連事犯の検挙人員は、３１人で、平成２５年

と比較して２０人増加しました。

３ 密輸入事犯では、１０４人を検挙し、平成２５年と比較

して２０人増加しました。特に覚醒剤の密輸入事犯は１５



人増加しました。

実績（成果）指標
【薬物事犯の検挙人員】

【薬物事犯における押収量】

【薬物密売関連事犯の検挙人員】

本表の数値には、麻薬特例法違反の検挙人員を含みません。

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

覚醒剤事犯 656 679 645 565 621

大麻事犯 80 65 85 47 60

その他の薬物事犯 22 11 12 11 36

合計 758 755 742 623 717
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【麻薬特例法第５条の適用件数】

【薬物密輸入事犯の検挙人員】

参 考 指 標 【薬物事犯の検挙人員（全国）】

【薬物事犯における押収量（全国）】

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

覚醒剤事犯 81 122 94 76 91

大麻事犯 9 9 29 3 6

その他の薬物事犯 7 5 5 5 7

合計 97 136 128 84 104
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大麻事犯 2,216 1,648 1,603 1,555 1,761

その他の薬物事犯 320 268 286 487 402
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【薬物密売関連事犯の検挙人員（全国）】

本表の数値は、麻薬特例法違反の検挙人員を含みません。

【薬物密輸入事犯の検挙人員（全国）】

本表の数値は、麻薬特例法違反の検挙人員を含みません。

効 果 突き上げ捜査から暴力団や外国人犯罪組織が関与する薬物

密輸・密売組織を壊滅するとともに、麻薬特例法の適用と薬

物犯罪収益の剥奪によって、人・資金の両面から打撃を与え

ました。

また、関係機関と連携を図り、水際で大量の違法薬物を押

収して、国内への流入を阻止しました。

今 後 の 課 題 薬物乱用者の徹底検挙を図るほか、暴力団や外国人犯罪組

及 び 方 針 織が関与する薬物密輸・密売組織の解明・壊滅に向けた捜査

を推進します。

危険ドラッグ販売は、ネット通販やデリバリー型への移行

など潜在化することが予想されることから、関係機関との連

携を更に強化して監視活動などの実態把握を推進します。

施 策 主 管 課 刑事部組織犯罪対策本部薬物銃器対策課

政 策 評 価 担 当 課 刑事部組織犯罪対策本部組織犯罪対策課

注１：コントロールド・デリバリー捜査とは、取締機関が規制薬物等の禁制品を発見しても、その場で直ちに

検挙・押収することなく、十分な監視の下にその運搬を継続させ、関連被疑者に到達させてその者らを検

挙する捜査手法です。
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覚醒剤事犯 158 216 170 160 176
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その他の薬物事犯 32 21 25 49 63

合計 215 267 262 252 279
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２：密売関連事犯とは、営利犯のうち所持、譲渡及び譲受をいいます。

３：麻薬特例法とは、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻

薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律をいいます。

４：【薬物密売関連事犯の検挙人員】の数値には、麻薬特例法の検挙人員を含みません。

５：【薬物密売関連事犯の検挙人員（全国）】【薬物密輸入事犯の検挙人員（全国）】の数値には、麻薬特例法の検挙

人員を含みません。


